
八ッ場ダム千葉訴訟

東京裁判高裁判決に対する抗議声明

1 本 日、東京高等裁判所第 22民事部 (加藤新太郎裁判長)は、人ッ場ダムに関

する公金支出差止等請求住民訴訟に対する判決を下した。判決は、控訴人らの主張

をまったく理解することなく、不当にも以下述べるように控訴人らの主張を退けた。

2 本件判決は、①判断枠組みとして、地方には国の判断を取り消す権限がないと

して、国の判断に重大かつ明白な違法ないし瑕疵がない限り、違法と認めることは

できない、②八ッ場ダムの利水については千葉県水道局長、千葉県企業庁長の行っ

た将来の水道需要予測及び水源評価が合理性を欠くものとは認められない、③治水

については、 「著しく利益を受ける」ものと認めるのが相当である、④貯水池周辺

のダムサイ ト及び地滑り等の危険性については、ダムそれ自体の瑕疵が重大かつ明

白であって、ダム建設に関する基本計画が無効であるという場合でなければ違法に

ならないという原判決と同じ判断枠組みに立って、国の主張を丸呑みにして、住民

の疑間をす顧だにしなかつた、⑤環境問題に関してはほとんど無視し、本件支出命

令が違法であるとは言えないとして請求を棄去日した。

3 こうした本件判決の判断は、控訴人らの主張をまともに受け止めようとしない

もので、行政がすすめる公共事業の無駄遣いを司法の立場でチェックしようとせず、

むしろ無駄な公共事業を積極的に奨励するものにほかならない。

4 本国の判決は司法の役割を放棄した不当な内容であるから、控訴人らは最高裁

判所へ上告手続を行 うとともに、他県の住民訴訟の控訴人らとも手を携え、引き続

き闘い続けることを表明する。今後とも、皆さまのご支援をお願いする。
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